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平成25年　1月 １５日
三　　重　　労　働　局

記

名称 イトウ商事

代表者氏名 伊藤　由里子

名称 イトウ商事

所在地 三重県桑名市大字福島９６９番地１　

概要 運送業

金額 　８，５２０，２００円

内容
勤務日あるいは休日であるにも関わらず、休業として虚偽の
申請を行い、不正に助成金を受給したもの。

（問い合わせ先）

三重労働局職業安定部職業対策課　課長補佐

三重労働局職業安定部職業対策課　事業所給付監査官

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　０５９－２２６－２３０６

事業主

事業所

不正受給の概要

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金を不正に受給した事業主の公表について

　雇用調整助成金については、不正受給を防止するため、平成22年11月1日から、不正受給を行っ
た事業主を公表することとしたところであるが、今般、下記の事業主について、雇用調整助成金等を
不正に受給したことが確認されたので、公表することとする。


